
京都市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年７月３０日 

京都市長  松 井 孝 治   

京都市規則第   号 

京都市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市市営住宅条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表第３ １辰巳市営住宅の項の次に次の１項を加える。 

大受市営住宅 ６，０７０   ４，５５０  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年８月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 使用の承認の申込みその他大受市営住宅の駐車場（専ら同市営住宅の入居者及び同居

者以外の者の利用に供するものを除く。）を供用するために必要な準備行為は、この規

則の施行前においても行うことができる。 

 （都市計画局住宅室住宅管理課） 

 

２１


